計画停電が実施された場合：　納税証明書の発行について（お知らせ）
　東京電力管内の電力供給量の低下に伴い、夏季についても計画停電が実施されることが想定されております。

　山梨県庁（甲府市丸の内一丁目６－１）が属する第４－Eグループについて計画停電が実施された場合、停電時間とその前後１時間は、県内すべての証明書の発行場所で、発行手続きを行うことができません。
　利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、計画停電の実施状況をご確認の上、御来庁ください。
　なお、第４－Eグループに属さない、峡東地域県民センター、峡南地域県民センター、富士・東部県民センターでは、第４－Eグループの停電時間だけでなく、各センターが属するグループの計画停電中も証明書の発行ができないことがありますので、計画停電が実施された場合の発行可否の詳細については、各発行所属までお問い合わせ下さい。
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